
【御用聞きサポート事業について】
この事業は、何らかの事情により買い物等が困難になった方や、日常生活においての

ちょっとした困りごとを、清里町社会福祉協議会がサポートを行うことで最低限の生活
を確保し、住民が地域で安心して生活をすることができるよう支援することを目的とし
ています。

～対象となる方～
・町内在住の方で、家族や親せき等から支援を受けることができない方。ただし介護保
険サービスなど公的サービスの利用が出来る場合は、そのサービスを優先とします。
～支援内容～
・食料品や生活に必要な日用生活用品の購入や電球・蛍光灯の交換、突発的な安否確認、
通院のお手伝い等、日常生活におけるちょっとした困りごとの解決を行います。
・支援は１週間に１回を原則としていますが、やむを得ない場合はご相談ください。
～利用料金～
・無料です。ただし買い物（袋代込）や作業に係る費用は実費でお支払いいただきます。
～お支払い～
状況に応じて、下記のお支払い方法がお選びいただけます。

・その場で預かり証にて利用者よりお預かりし、清里町社会福祉協議会が代行支払いを
行います。
・清里町社会福祉協議会が立替払いをし、後日清算を行います。

社会福祉法人

清里町社会福祉協議会
清里町羽衣町35番地35保健センター内 電話 0152-22-4840
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お助けします！

電球の交換ができない…

清里町在住の家族と連絡がとれない…

そんなちょっとした困りごと

などなど・・・

利用申し込みはこちら
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